
各案件に対する討論の原稿は、議員が作成しています。

条
例
の
概
要
は
１
面
に
掲
載
し
て

い
ま
す
。

反
対
討
論
（
要
旨
）

�

五
十
嵐
京
子
（
自
民
党
・
信
頼
）

専
決
処
分
と
い
う
手
法
は
議
会
の

権
能
を
狭
め
る
危
険
性
が
あ
り
反
対

し
た
が
、
元
々
の
提
案
で
あ
る
公
立

保
育
園
の
一
部
廃
園
の
提
案
に
は
、

行
革
推
進
の
立
場
か
ら
賛
成
で
あ
っ

た
。
専
決
処
分
で
市
政
の
混
乱
と
映

っ
た
こ
と
は
残
念
で
あ
る
が
、
現
実

に
は
廃
園
は
実
態
と
な
っ
て
お
り
、

我
が
会
派
は
公
立
５
園
の
状
態
に
戻

す
と
い
う
考
え
を
持
っ
て
い
な
い
。

賛
成
討
論
（
要
旨
）

�

片
山
か
お
る
（
子
ど
も
の
権
利
）

専
決
処
分
を
不
承
認
と
し
た
議
員

は
、
本
議
案
に
賛
成
す
べ
き
で
、
否

決
は
違
法
が
疑
わ
れ
る
専
決
処
分
を

認
め
る
こ
と
に
な
る
。
条
例
が
否
決

さ
れ
、
そ
の
議
決
が
違
法
と
市
長
が

認
め
た
場
合
、
地
方
自
治
法
第
176
条

第
４
項
の
「
特
別
（
義
務
的
）
再

議
」
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

保
護
者
か
ら
は
専
決
処
分
取
消
訴
訟

が
提
訴
さ
れ
、
執
行
停
止
も
申
し
立

て
ら
れ
た
。

反
対
討
論
（
要
旨
）

�

渡
辺
ふ
き
子
（
公
明
党
）

25
年
前
に
保
育
業
務
の
見
直
し
を

打
ち
出
し
て
以
来
の
課
題
が
今
日
ま

で
先
送
り
さ
れ
た
結
果
、
築
60
年
が

迫
る
園
舎
の
安
全
対
策
、
保
育
所
定

員
の
適
正
化
、
市
全
体
の
保
育
施
策

拡
充
や
質
の
向
上
に
資
す
る
人
材
確

保
、
保
育
園
の
建
て
替
え
等
の
財
政

賛
成
討
論
（
要
旨
）

�

水
谷
た
か
こ
（
こ
が
お
も
）

本
議
案
は
廃
園
の
是
非
を
問
う
も

の
で
な
く
、
議
会
が
不
承
認
と
し
た

専
決
処
分
を
元
に
戻
す
も
の
で
あ
る
。

10
月
７
日
の
本
会
議
で
自
民
党
・
信

頼
の
湯
沢
議
員
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、

公
の
施
設
を
廃
止
す
る
重
要
条
例
を
、

法
律
要
件
を
充
足
し
な
い
と
思
わ
れ

る
専
決
処
分
で
改
正
し
た
前
市
長
の

瑕
疵
を
、
議
会
が
是
正
す
べ
き
で
、

議
会
の
良
識
あ
る
判
断
を
求
め
る
。

条
例
の
概
要
は
１
面
に
掲
載
し
て

い
ま
す
。

賛
成
討
論
（
要
旨
）

�

安
田
け
い
こ
（
生
活
者
ネ
ッ
ト
）

長
年
運
用
し
て
き
た
個
人
情
報
保

護
条
例
の
水
準
と
透
明
性
確
保
の
た

め
に
審
議
を
重
ね
、
個
人
の
尊
厳
の

確
保
や
基
本
的
人
権
の
擁
護
が
基
本

的
な
方
向
性
と
し
て
明
示
さ
れ
た
こ

と
は
評
価
す
る
。
自
治
・
分
権
の
視

点
で
今
後
継
続
さ
れ
る
審
議
会
で
は
、

個
人
情
報
デ
ー
タ
に
関
す
る
主
権
を

持
つ
市
民
の
目
で
、
情
報
の
透
明
性

が
確
保
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
る
。

反
対
討
論
（
要
旨
）

�

水
上
洋
志
（
日
本
共
産
党
）

国
の
デ
ジ
タ
ル
関
連
法
成
立
の
下

で
、
個
人
情
報
保
護
条
例
を
リ
セ
ッ

ト
す
る
も
の
で
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
の
侵
害
、
地
方
自
治
の
侵
害
な

ど
重
大
な
問
題
が
あ
る
。
最
大
の
目

的
は
、
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
化
と
オ
ン

ラ
イ
ン
化
を
促
進
す
る
こ
と
で
、
加

工
し
た
と
は
言
え
個
人
情
報
を
企
業

等
に
流
通
さ
せ
、
目
的
外
に
利
用
す

る
こ
と
は
問
題
で
あ
る
た
め
反
対
す

る
。条

例
の
概
要
は
１
面
に
掲
載
し
て

い
ま
す
。

賛
成
討
論
（
要
旨
）

�

小
林
正
樹
（
公
明
党
）

高
校
生
等
医
療
費
助
成
は
令
和
５

年
度
10
月
に
開
始
し
た
い
と
い
う
見

解
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
が
、
部
局
の

ご
努
力
に
よ
り
東
京
都
と
の
調
整
の

結
果
、
所
得
制
限
付
で
令
和
５
年
４

月
に
開
始
す
る
こ
と
を
決
定
、
条
例

提
案
に
こ
ぎ
着
け
て
い
た
だ
い
た
。

反
対
討
論
（
要
旨
）

�

清
水
が
く
（
自
民
党
・
信
頼
）

近
年
激
変
す
る
安
全
保
障
環
境
が

一
段
と
厳
し
さ
を
増
す
中
で
、
国
民

の
命
と
暮
ら
し
を
守
る
た
め
に
目
の

前
の
危
機
、
現
実
か
ら
目
を
背
け
て

は
な
ら
な
い
。
反
撃
能
力
を
有
す
る

こ
と
で
抑
止
力
の
強
化
と
な
り
結
果

と
し
て
私
た
ち
国
民
を
危
機
か
ら
守

る
。
将
来
に
責
任
を
持
ち
反
撃
能
力

を
積
極
的
に
議
論
し
て
い
く
必
要
は

あ
っ
て
も
撤
回
す
る
必
要
は
な
い
。

賛
成
討
論
（
要
旨
）

�

河
野
麻
美
（
自
民
党
・
信
頼
）

脱
炭
素
化
社
会
へ
の
対
策
は
急
務

だ
が
、
新
築
住
宅
の
太
陽
光
パ
ネ
ル

設
置
義
務
化
は
、
都
自
ら
２
年
の
準

備
期
間
を
必
要
と
し
て
お
り
、
本
来

設
置
補
助
事
業
の
進
捗
を
踏
ま
え
、

事
業
規
模
、
Ｃ
Ｏ
２
削
減
効
果
、
リ

サ
イ
ク
ル
体
制
等
の
対
応
を
明
確
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
義
務
化
の

開
始
だ
け
を
決
め
る
条
例
改
正
に
は

撤
回
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

【
12
月
22
日
・
１
月
17
日
】

▼
１　

委
員
の
選
出
に
つ
い
て

▼
２　

�

各
部
会
の
状
況
報
告
に
つ

い
て

▼
３　

�

議
会
改
革
の
調
査
事
項
に

つ
い
て

広
報
協
議
会
を

�

開
催
し
ま
し
た

市議会の委員会の委員 ◎委員長　○副委員長
名　　　　称 氏　　　　　名

総 務 企 画 委 員 ◎湯沢　綾子 〇渡辺　大三 河野　麻美 村山ひでき 斎藤　康夫
　水上　洋志 　五十嵐京子 宮下　　誠

厚 生 文 教 委 員 ◎岸田　正義 〇吹春やすたか 鈴木　成夫 水谷たかこ 坂井えつ子
　渡辺ふき子 　片山かおる 森戸よう子

建 設 環 境 委 員 ◎たゆ　久貴 〇小林　正樹 清水　がく 沖浦あつし 安田けいこ
　古畑　俊男 　遠藤百合子 高木　章成

議 会 運 営 委 員 ◎水上　洋志 〇片山かおる 沖浦あつし 水谷たかこ 湯沢　綾子
　五十嵐京子 　小林　正樹

庁舎等建設及び公共施設
マネジメント推進調査特別委員

◎沖浦あつし 〇清水　がく 吹春やすたか 安田けいこ 河野　麻美
　村山ひでき 　古畑　俊男 たゆ　久貴 五十嵐京子 小林　正樹
　渡辺　大三 　森戸よう子

行 財 政 改 革 推 進
調 査 特 別 委 員

◎渡辺ふき子 ○水谷たかこ 岸田　正義 坂井えつ子 湯沢　綾子
　斎藤　康夫 　水上　洋志 遠藤百合子 宮下　　誠 高木　章成
　片山かおる

委員会等の構成の変更
議員の補欠選挙に伴い、12月16日の本会議において、一部の委員会等の構成を変更しました。変更のあった
委員会等における新たな委員は以下のとおりです。 新議員の紹介

市 議 会 議 員 補 欠 選 挙
に 伴 う 議 会 人 事

市長や教育委員会等が設置している各種審議会等の委員
名　　　　称 氏　　　　　名

青 少 年 問 題 協 議 会 委 員 清水　がく 　坂井えつ子 河野　麻美 村山ひでき 小林　正樹

都 市 計 画 審 議 会 委 員 沖浦あつし 　安田けいこ 古畑　俊男 水上　洋志 五十嵐京子
遠藤百合子 　宮下　　誠 高木　章成 片山かおる

その他の委員 ◎座長　○副座長
名　　　　称 氏　　　　　名

広 報 協 議 会 委 員
◎宮下　　誠 ○坂井えつ子 清水　がく 岸田　正義 沖浦あつし
　水谷たかこ 　安田けいこ 河野　麻美 斎藤　康夫 五十嵐京子
　渡辺　大三 　片山かおる 森戸よう子

河
かわ

野
の

　麻
あさ

美
み

当選　１回
会派　�自由民主党・信頼の小金井
役職　�総務企画委員
　　　�庁舎等建設及び公共施設マネ

ジメント推進調査特別委員
　　　青少年問題協議会委員
　　　広報協議会委員

高
たか

木
ぎ

　章
あき

成
なり

当選　１回
会派　�子どもの権利を守る会
役職　建設環境委員
　　　行財政改革推進調査特別委員
　　　都市計画審議会委員

新委員長の紹介

沖
おき

浦
うら

あつし
　庁舎等建設及び公共施設マネジメ
ント推進調査特別委員会の委員長を
選出しました。

賛
成
討
論
（
要
旨
）

�

森
戸
よ
う
子
（
日
本
共
産
党
）

来
年
４
月
か
ら
当
該
保
育
園
に
入

所
を
希
望
し
て
い
た
０
歳
児
の
子
ど

も
と
保
護
者
に
と
っ
て
は
重
大
な
影

響
と
な
っ
て
お
り
、
前
市
長
の
専
決

処
分
は
地
方
自
治
法
違
反
の
疑
い
が

あ
る
た
め
、
こ
の
ま
ま
施
行
さ
れ
る

こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
元
に
戻
し
、
瑕

疵
あ
る
決
定
を
治
癒
す
る
こ
と
は
当

然
で
あ
る
。
今
後
、
専
決
処
分
の
検

証
と
サ
ー
ビ
ス
拡
充
を
求
め
る
。

賛
成
討
論
（
要
旨
）

�

た
ゆ
久
貴
（
日
本
共
産
党
）

敵
基
地
攻
撃
能
力
は
戦
争
へ
の
危

可
決
に
よ
っ
て
千
440
人
が
対
象
と
な

る
。
質
疑
の
中
で
新
市
長
か
ら
も
改

め
て
10
月
の
所
得
制
限
撤
廃
も
確
認

で
き
た
。

的
問
題
は
待
っ
た
無
し
で
あ
り
、
ま

た
、
職
員
組
合
と
の
合
意
も
経
て
い

な
い
こ
と
か
ら
反
対
す
る
。

険
な
逆
流
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

大
軍
拡
と
大
増
税
を
行
い
、
専
守
防

衛
を
逸
脱
し
、
ア
メ
リ
カ
の
戦
争
に

参
加
し
、
先
制
攻
撃
を
す
る
こ
と
に

な
る
。
こ
れ
で
は
暮
ら
し
・
憲
法
・

平
和
の
破
壊
が
起
こ
る
。
平
和
の
た

め
に
必
要
な
の
は
大
軍
拡
・
大
増
税

で
は
な
く
、
憲
法
第
９
条
を
い
か
し

た
対
話
に
よ
る
平
和
外
交
で
あ
る
。

公
聴
会
を

�

開
催
し
ま
し
た

１
月
22
日
の
議
会
運
営
委
員
会

に
お
い
て
、
市
議
会
の
議
員
定
数

に
関
す
る
陳
情
書
の
審
査
に
当
た

り
、
市
民
等
か
ら
広
く
意
見
を
聴

く
た
め
に
公
聴
会
を
開
催
し
、
６

名
の
公
述
人
の
方
か
ら
意
見
を
述

べ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

審
議
し
た
主
な
議
案

市
立
保
育
園
条
例
の

一

部

を

改

正

す

る

条
例
を
廃
止
す
る
条
例

個
人
情
報
保
護
条
例

義
務
教
育
就
学
児
の
医
療
費

の
助
成
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
に
よ
る
新
築
物
件
へ
の

太
陽
光
パ
ネ
ル
等
の
設
置
義
務
化
の

中
止
・
撤
回
に
関
す
る
意
見
書

敵
基
地
攻
撃
能
力
保
有
の

撤
回
と
対
話
の
外
交
を

求

め

る

意

見

書
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